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「神奈川県アルコール健康障害対策推進計画（第２期）」の進行管理

方法等について 

 

１ 計画における「進行管理」の記載 

（☞計画 p.90 第５章 推進体制及び進行管理 ２進行管理） 

○ 「神奈川県アルコール健康障害対策推進協議会」において、計画の進捗状況や

目標の達成状況について協議を行い、その結果を施策推進に反映する。 

 

 

２ 「進行管理」と「評価」の考え方 

（１）概要 

【進行管理】（毎年度実施） 

   ・前年度の各構成事業の進行度合い（進捗状況）を、調査票に基づき把握す 

る。 

・進捗状況の把握にあたっては、客観的な指標（数値）による判定を用いる。 

・庁内会議で全体の進捗状況を共有し、協議する。 

   ・「神奈川県アルコール健康障害対策推進協議会」に進捗状況を報告する。 

    ・「神奈川県アルコール健康障害対策推進協議会」における協議を通じて、 

進行管理に係る意見や提案を聴取し、翌年度の施策反映の参考とする。 

 

 

【評価】（計画最終年度に実施） 

    ・計画最終年度に前年度までの事業の達成度合い（達成状況）を、調査票に基 

づいて把握する。 

   ・達成状況の把握にあたっては、客観的な指標（数値）による判定を用いる。 

   ・事業所管課からの報告に対して、がん・疾病対策課で「第１次評価」を行う。 

 ・「神奈川県アルコール健康障害対策推進協議会」に「第１次評価」を報告し 

「第２次評価」を受け、計画改定の作業に反映させる。 
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（２）スケジュール 

＜全体スケジュール想定＞ 

現行計画期間：令和５年度～令和９年度 

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

現行 
計画 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目   

改定 
計画 

 
      

２年目 

進行 
管理等 

 

 
５年度分 ６年度分 ７年度分 

 

 

８年度分    

 

 

９年度分  

 

 

10 年度分 

 

＜令和７年度スケジュール想定＞ 

時期の目安 がん・疾病対策課 各所管課 
神奈川県アルコール健康

障害対策推進協議会 

第１四半期 

（４～６月） 

 

 

・令和６年度進捗状況 

 を調査票により各所 

管課に照会 

 

 

・令和６年度進捗状況を 

調査票により報告 

 

第２四半期 

（７～９月） 

 

 

・報告内容をとりまと

めた上で、庁内会議

を開催し、全体協議

事項の調整や、各所

管課への改善策検討

等を適宜依頼 

 

 

・庁内会議に出席し、 

全体の進捗状況を 

共有、協議 

 

 

 

 

 

 

・進行管理状況の結果

を、神奈川県アルコ

ール健康障害対策推

進協議会へ報告 

  

 

・進行管理状況の結果報

告に対し、意見・提案 

 

・必要に応じて神奈川県

アルコール健康障害対

策推進協議会へ出席 

・神奈川県アルコール健康障害対策推進協議会か

らの意見・提案への対応検討 

（事業内容の修正、工夫改善、必要に応じて予算

化を含めた新規事業の立案など） 

第３四半期 

（10～12月） 

・神奈川県アルコール

健康障害対策推進協

議会からの意見・提

案にかかる各所管課

対応 

・神奈川県アルコール 

健康障害対策推進協議

会からの意見・提案へ

の対応 

 

第４四半期 

（１～３月） 

・令和８年度に向けての対応準備  

調査票による照会の実施 

確定評価 暫定評価 

改定作業 

庁内会議における進行管理 

神奈川県アルコール健康障害対策推進協議会における協議 

１年目 
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３ 進行管理における目標設定と判定 

○ 進捗状況の把握にあたっては、客観的な指標（数値）により、毎年度判定を

行うため、原則として数値目標をもとに整理する。 

〇 各事業が計画最終年度に達成すべき目標に向けて必要となる単年度の達成目

安をあらかじめ設定し、判定につなげる。 

 

① 計画の数値目標（＝計画目標）が設定されている施策（☞計画 p.90～91） 

☛計画目標に対する実績達成度（進捗率）により判定 

 

② 計画の数値目標が設定されていない施策 

☛達成度の自己評価により状況把握 

 

  ○ 判定については、各目標にかかる達成目安に対する現状値の進捗状況により、

Ａ～Ｅの５段階で行う。  

＜参考＞ A≧100％＞B≧70％＞C≧50%＞D≧20％＞E  

 

４ 評価体制 

第２次（＝最終）評価 神奈川県アルコール健康障害対策推進協議会 

第１次評価 がん・疾病対策課（庁内会議） 

がん・疾病対策課の役割 

各所管課からの進捗報告をとりまとめ、庁内会議において

第１次評価をまとめた上で、「神奈川県アルコール健康障害

対策推進協議会」に諮る。 

※ 第２次（＝最終）評価を行う「神奈川県アルコール健康障害対策推進協議会」に 

諮る際、必要に応じて関係所管課が出席し、事業の説明等を行う。 

 


